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安心して日常生活を過ごすために必要な患者本位の医療サービスの基盤づくり  

N   



平成18年の医療制度改革を念頭においた医療計画の見直しの方向性  

○医療計画の見直しのねらい   

自分が住んでいる地域の医療機関で現在どのような診療が行われており、自分が病気になったときにどのような治療が受け  

られ、そして、どのように日常生活に復帰できるのか、また、地域の保健医療提供体制の現在の姿はどうなっており、将来の  

姿はどう変わるのか、変わるためには具体的にどのような改善策が必要かということを、都道府県が作成する医療計画におい  

て、住民・患者の視点に立って分かりやすく示す。（例：新潟県、静岡県、大阪府など）  

○新たな医療計画に盛り込む内容   

都道府県は、原則として地域の中で保健医療福祉サービスが完結できるよう主要な事業ごとに医嘩連携体希墜構筆すること  

によって、その地域の医療機関相互の自主的な連嘩の下で、適切卿されるようにするため、塑  

待される保健医療提供体制の水準の数値目標やその達成のための具体的方策を、医療計画で明らかにする。  

∽  

○国が行う支援   

都道府県が医療計画の作成、実施そして評価を円滑に確実に行うことができるよう、国として以下について支援する。   

1）医療計画の作成のためのデータベース構築に向け、全国規模の医療機能調査とその結果の公表  

2）数値目標設定に資する主要な事業ごとの指標の提示  

3）指標に基づいた各種財政的支援（交付金・補助金・政策融資・診療報酬など）   


























